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1 教育・保育等の内容 

◎保育理念 

・家庭的な雰囲気のあるあたたかい昼間のおうちを目指します。 

・人格形成の基礎となる大切な時期を、心身ともに健やかに育成します。 

・地域の発展と未来への懸け橋となる次世代育成に力を注ぎます。 

◎保育方針 

・子どもの〝あそび〟を大切にします。 

・家庭的な温かい雰囲気の中で、明るく元気な子どもに育てます。 

◎保育の形態 

・年齢別保育を基本に、異年齢児との関わりも豊かにします。 

◎組の編成   ０歳児  りんご組   １歳児  ばなな組   2 歳児  めろん組 

 

<一日の過ごし方> 

０・１歳児 時間  2 歳児 時間 

・順次登園 

・室内遊び(制作等) 

・朝のあいさつ・おやつ 

・活動  (制作・リズムび・ 

散歩・園庭遊び他) 

・昼食 

・午睡 

・おやつ 

・自由あそび  

・順次降園 

 7：00～ 

 

 9：45 

 

 

11：０0 

12：00 

 15：00 

 

16：00～18：00 

 ・順次登園 

・自由遊び 

・朝のあいさつ・おやつ 

・活動 (制作・リズム遊び・

散歩園庭遊び他) 

・昼食 

・午睡 

・おやつ 

・自由遊び  

・順次降園 

7：00～ 

 

9：45 

 

 

１１：15 

１２：15 

１５：00 

 

16：00～18：00 

子どもの年齢と発達段階に応じ、保育指導計画を立てて保育します。室内は裸足で過ごします。 

 

<その他保育に係る行事>  

月 月

4 ☆ 11 　日岡山散歩

5

☆ ☆    クリスマスお楽しみ会

1 　お正月遊び

7 2

8

9     敬老の日のはがき

☆ 　 触れ合い運動会

    ハロウィンごっこ

    入園・進級式

保育参加・引き渡し訓練

内科健診・歯科検診

    七夕まつり

行事

    水遊び

行事

　ひな祭り

　お別れ会

   節分の会

　内科健診

☆ ※　卒園児の保護者のみの

参加となります。

6

　こどもの日
12

3

10

 

☆印はご家族の方々も一緒に参加予定です。(行事は状況により変更する場合あり) 

●身体測定・避難訓練は毎月。誕生日会は対象園児がいる月のみ。 

●2 歳児(めろん組)は、日岡保育園との交流保育があります。  

●行事予定などは「園だより」または掲示板でお知らせします。 
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2 持ち物について  ＊持ち物にはすべて名前を明記してください。 

 

りんご組（0 歳児）の持ち物 

□ 通園かばん 

(リュック、手提げ ) 

【30×２５㎝ぐらい】 

 

 

・子どもが自分で開閉しやすく、出し入れがしや

すいタイプが適しています。 

・お守りやキーホルダー等をつける場合はでき

るだけ 1 つにして下さい。 

（引っかけたり、破損すると危険です。） 

□ 必要なお子さんは哺乳瓶 

 

 

 

 

・ミルクが必要なお子さんは哺乳瓶をご用意く

ださい。 

※月齢によって持ってきて頂く哺乳瓶の本数・乳

首のサイズはその都度相談しながら決めます。 

・ミルクは保育園で用意しますので、お子さんが

飲んでいる銘柄をお知らせください。 

□ 食事用エプロン（30×30cm） 

□ 口ふき用お手拭き(タオルハンカチ等) 

□ 手拭きタオル(かけ紐付き) 

□ ジッパー付きビニール袋 

  (18×25ｃｍ) 

(使用後のエプロン 

と手拭き用タオル 

を入れ持ち帰りま 

す。)  

 

・エプロンはハンドタオルにゴムを通したもの

を、用意してください。 

・手拭きタオル、エプロン、口ふきは毎日持ち帰

り洗っていただきますので、洗い替え用に数枚

用意しておくと良いと思います。 

・口ふきは乾いたものをお持ちください。 

□ 着替え用衣服(2 組) 

□ 着替えを入れる袋（着替え袋） 

（袋の口が閉じられるように巾着にするか、

チャック等をつけてください。） 

□ 汚れた衣類を入れる袋 

 

 

 

 

 

 

 

 

・着替え袋に、上の服、ズボン、シャツを各 2 枚

と、靴下１組を入れて持ってきてください。 

・それぞれに記名をしてください。特に靴下は１

つずつに記名してください。 

・着替えをして持ち帰ったら、翌日補充をしてく

ださい。 

・汚れた衣服を入れる袋は、濡れたものも入れる

ことができるものでお願いします。 

（サイズ：約 27×37cm） 

・「汚れもの・フルネーム」を記名して下さい。 

※1 歳以降、ロンパースは持たせないで下さい。 
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【必要な時期がきたらご用意していただくもの】※必要な時期がきましたら事前にお知らせします。 

□ どろんこ遊び用品 

 

・プールバッグ、汚れてもいいＴシャツ、着替え、 

タオル等 

□ プール用品 ・プールバッグ、Ｔシャツ、タオル、着替え等    

 

 

※ すべての持ち物のわかりやすい場所に記名をお願いします。 

（登園時に履いてくるオムツにも名前を書いてきてください。） 

※ 自分で着脱ができ、体の大きさにあった動きやすく、汚れてもよい服で登園してください。 

（安全のため、以下の服はご遠慮ください。） 

・スカート、チュニック、フード付き、前ボタン、チャック付き、フリース、セーター、裏起毛、 

タートル、長袖肌着、ハイソックス 

※ 髪の長いお子さんは、生活や遊びに支障がないようにゴムで結ぶ等のご配慮をお願いします。 

※ 園生活に必要ないものは持ち込まないようお願いします。破損や紛失、貸し借り等のトラブルのもと 

になることがあります。 

□ 午睡用敷布団 

□ 敷布団の上に敷くタオル 

(敷パットカバーでもよい)  

□ 夏場 → タオルケット 

冬場 → ブランケット 

□ 布団を入れる袋 

※枕と掛け布団はいりません。 

・見えやすい位置に名前を付けてください。 

・週末に持ち帰り、カバー等の洗濯や布団干しをお

願いします。 

 

□ おむつ(1 パック分名前を書いてもらう) 

□ おしりふき(ふた付き) 

□ ビニール袋 

 

 

 

・おむつやおしり拭きが少なくなったら、お声がけ

します。 

・おむつのおしり側に 1 枚ずつ記名をして下さい。 

（おむつを間違えないようにするためです。） 

・使用済みおむつは持ち帰って自宅で処分してく

ださい。 

・使用済みおむつを入れるビニール袋に記名をし

てください。 

□ 運動靴 

 

 

 

・ベビーシューズではなく運動靴をご用意くださ

い。(靴裏に滑り止めがないものは滑りやすく危

険なためです。) 

・他のお子さんと同じ靴の場合もあるので、お子さ

んにわかる目印等をつけていただくと分かりや

すいです。 

□ カラー帽子 

(保育園で一括購入をします。)  

 

・同じ帽子を使うので、名前のワッペン等の目印を

付けると、自分のものと分かりやすいです。 

□ 水筒  
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ばなな・めろん組（１，２歳児）の持ち物。 

□ 通園かばん 

(リュック、手提げ等) 

【３０×２５㎝ぐらい】 

 

 

 

・子どもが自分で開閉しやすく、出し入れがしや

すいタイプが適しています。 

・お守りやキーホルダー等をつける場合はでき

るだけ 1 つにして下さい。 

（引っかけたり、破損すると危険です。） 

□ 食事用エプロン(30×３０cm) 

□ 手拭きタオル(かけ紐付き) 

□ ジッパー付きビニール袋 

（18×２５cm） 

(使用後のエプロンと 

手拭き用タオルを入れ、 

ジッパー付きビニール 

袋に入れて持ち帰り 

ます。) 

・エプロンはハンドタオルにゴムを通したもの

を、用意してください。 

・手拭きタオル、エプロンは毎日持ち帰り洗って

いただきますので、洗い替え用に数枚用意して

おくと良いと思います。 

・ジッパー付きビニール袋の持ち手に、開閉しや

すいように紐をつけてください。 

□ 着替え用衣服(2 組) 

□ 着替えを入れる袋（着替え袋） 

（袋の口が閉じられるように巾着にするか、  

チャック等をつけてください。） 

□ 汚れた衣類を入れる袋 

 

 

 

 

 

 

 

・着替え袋に、上の服、ズボン、シャツを各 2 枚

と、靴下１組を入れて持ってきてください。 

・それぞれに記名をしてください。特に靴下は１

つずつに記名してください。 

・着替えをして持ち帰ったら、翌日補充をしてく

ださい。 

・汚れた衣服を入れる袋は、濡れたものも入れる

ことができるものでお願いします。 

（サイズ：約 27×37cm） 

・「汚れもの・フルネーム」を記名してください。 

□ 午睡用敷布団 

□ 敷布団の上に敷くタオル 

(敷パットカバーでもよい) 

□ 夏場 → タオルケット 

冬場 → ブランケット 

□ 布団を入れる袋 

※枕と掛け布団はいりません。 

・見えやすい位置に名前を付けてください。 

・週末に持ち帰り、カバー等の洗濯や布団干しを

お願いします。 
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【必要な時期がきたらご用意していただくもの】※必要な時期がきましたら事前にお知らせします。 

□ どろんこ遊び用品 ・プールバッグ、汚れてもいいパンツ、着替え、   

タオル等 

□ プール用品 ・プールバッグ、Ｔシャツ、タオル、着替え等        

□ 雨の日用品 ・プールバッグ、カッパ、長靴、着替え、タオル等 

 

※ すべての持ち物のわかりやすい場所に記名をお願いします。 

（登園時に履いてくるオムツにも名前を書いてきてください。） 

※ 自分で着脱ができ、体の大きさにあった動きやすく、汚れてもよい服で登園してください。 

（安全のため、以下の服はご遠慮ください。） 

・スカート、チュニック、フード付き、前ボタン、チャック付き、フリース、セーター、裏起毛、 

タートル、長袖肌着、ハイソックス 

※ 髪の長いお子さんは、生活や遊びに支障がないようにゴムで結ぶ等のご配慮をお願いします。 

※ 園生活に必要ないものは持ち込まないようお願いします。破損や紛失、貸し借り等のトラブルのもと 

になることがあります 

 

 

□ おむつ(かご内に約 5 枚) 

□ おしりふき(ふた付き) 

□ ビニール袋 

 

 

 

 

 

・おむつのおしり側に 1 枚ずつ記名をして下さい。 

（おむつを間違えないようにするためです。） 

・玄関におむつのかごが置いてありますので、かご

内を確認し 5 枚になるように、おしりふきも中身

が少なくなっていましたら補充してください。 

・使用済みおむつは持ち帰って自宅で処分してく

ださい。 

・使用済みおむつを入れるビニール袋に記名をし

てください。 

□ 運動靴 

 

 

 

・ベビーシューズではなく運動靴をご用意くださ

い。(靴裏に滑り止めがないものは滑りやすく危

険なためです。) 

・足に合ったサイズで、履きやすいものにしてくだ

さい。 

・スリッポンタイプは脱げて転倒する危険があり

ますので避けてください。 

・他のお子さんと同じ靴の場合もあるので、お子さ

んにわかる目印等をつけていただくと分かりや

すいです。 

□ カラー帽子 

(保育園で一括購入をします。) 

・同じ帽子を使うので、名前のワッペン等の目印を

付けると、自分のものと分かりやすいです。 

□ 水筒（直径５×１４ｃｍ）  
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3 おねがい 

◎登降園について 

      ・登園は毎朝 9 時０0 分までにお願いします。コドモンの入力(連絡帳・お迎えの時間)は８時 

３0 分までにお願いします。 

      ・送迎時間に遅れる場合は、必ず電話でご連絡下さい。(電話番号：090-4651-5964) 

      ・代理人の送迎の場合は、必ず前もって園にご連絡下さい。 

・連絡のない場合は、代理人への引き渡しはお断りさせて頂くことがあります。 

・車での送迎は、保育園指定の駐車場へ停めて下さい。 

近隣の住民の方々の迷惑になりますのでご協力をお願いします。 

・駐車場でのトラブルには本園は一切関与いたしません。 

 

 

◎欠席について 

      ・欠席の時は必ず８時０0 分までに園にご連絡ください。 

  

      

◎ならし保育について 

・入園当初、子どもが保育園の環境に慣れる迄、徐々に時間を考慮し、担任と相談の上ならし 

 保育等も含め進めていきます。 

      ・ゆっくり見守りながら保育園に慣れていきましょう。 

 

 

◎家庭連絡について 

      ・連絡など必要なことは連絡帳を利用して下さい。 

・連絡帳、おたよりなどでお知らせをすることがありますのでご確認ください。 

・子どもの様子について、気になる事がありましたらお知らせ下さい。 

      ・体調不良の場合には緊急連絡先へ電話で連絡します。 

       ※緊急連絡先が携帯で連絡がつかない場合は、職場へ連絡させていただくこともあります。 

 

 

 ◎写真販売について 

  ・毎月の写真を販売します。 

  ・翌月の 1 週目を販売予定としております。 

 

◎怪我について 

毎日の集団生活の中では、軽微な怪我（例：すり傷、切り傷，鼻血、たんこぶ、かみ傷 

  ひっかき傷など）が起こる場合があります。細心の注意を払い保育を行っていますが、 

  お気付きになりましたらお知らせ下さい。 
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4 保健について 

保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。 

園での生活が楽しいものになるよう、ご家庭でも次の事柄にご協力ください。 

 

➀生活習慣と食事について 

   ・健康づくりの基本は「正しい生活のリズム」からです。早寝早起きはもちろんのこと、 

３回の食事も好き嫌いなく、しっかりと食べることが大切です。 

 

➁健康状態について 

・毎朝、お子様の健康状態をよく観察しましょう。 

・集団生活ですので、体調が悪い時の登園は控えましょう。 

又、前日に熱があった時は、朝に熱が下がっても様子をみて、体調の改善に努めましょう。 

・発熱、嘔吐、下痢、激しい咳、感染症の疑いなどにより、集団生活が困難な場合は、 

緊急連絡先へ連絡しますので、お迎えをお願いします。 

・その他、病気・異常があれば、早めに病院を受診し適切な処置を受けましょう。 

  

③予防接種について 

・園は集団生活ですので、定期接種のワクチンは適切な期間に接種しましょう。 

     追加で接種された時は、その都度、園にお知らせください。 

 

④感染症について  

・感染症と診断された時は速やかに園に連絡し、登園については医師の診断を受け、 

「意見書」または「登園届」に必要事項を記入の上、提出してください。（別紙） 

・病院で感染症の検査を受けた時は、結果に関わらず検査結果をお知らせ下さい。 

 

⑤汚染物の処理方法ついて 

        二次感染・集団感染を予防するため、嘔吐物・便など汚物が付いた下着・衣類は 

保育園内での洗浄は行わず、ビニール袋に入れて持ち帰って頂きます。 

  （厚生労働省：「保育所における感染症対策ガイドライン」より） 

   保護者の皆様にはご負担をおかけしますが、ご家庭での洗浄・消毒をお願いいたします。 

 

⑥薬について 

・病気の為、時間与薬（飲み薬・外用薬など）がある場合、投薬依頼書（別紙）がありましたら 

保護者にかわって与薬をします。 

       ・気管支拡張剤テープを貼って登園される場合はテープに名前を記入し、貼付場所を職員へ伝 

えてください。また、汗をかく時期や水遊びの時などは、剥がれないようにテープの上から 

絆創膏等で固定してください。保育中に剥がれた時は、再貼付はせず破棄します。 

 

⑦健診について 

・園では、内科（年 2 回）、歯科（年１回）の健康診断を実施します。 

・喘息、アレルギー体質、関節が脱臼しやすいなど、園での生活上、注意が必要な場合は、必ず 

お知らせください。 1 歳 6 か月健診、3 歳児健診は必ず受けましょう。 
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＜登園届＞ 医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が必要な感染症 

 

病名 主な症状 潜伏期間 
休む目安 

（主席停止・自粛期間） 

溶連菌感染症 
・発熱、咽頭痛、リンパ節腫脹、 

発疹 
２日～５日 

抗菌薬内服後、24～48 時間

以上経過し、全身状態が良好

であること 

マイコプラズマ

肺炎 

・発熱、頭痛 等 

・長引く乾いた咳が特徴 
7 日～10 日 

発熱や激しい咳が治まり、 

日常生活に問題がないこと 

手足口病 
・発熱 

・水疱(口腔、咽頭粘膜、手、足 ) 
3 日～6 日 

発熱や口腔内の水疱・潰瘍 

の影響がなく、水分・食事摂取

に問題がないこと 

伝染性紅班 

（りんご病） 

・発熱、時に発熱なし 

・頬に蝶型紅班、手足に発疹 
4 日～14 日 

全身状態が良好で、日常生活

に問題がないこと 

ウイルス性胃腸炎

(原因：ノロ、ロタ等) 

・嘔吐 

・下痢 
１日～４日 

嘔吐・下痢等の症状が治まり、

睡眠・食事摂取に問題がない

こと 

ヘルパンギーナ 
・夏風邪、発熱、のどの痛み 

・咽頭、口腔内粘膜に水疱 
3 日～6 日 

発熱や口腔内の水疱・潰瘍 

の影響がなく、水分・食事摂取

に問題がないこと 

RS ウイルス 

感染症 

・発熱、時に発熱なし 

・鼻水 

・咳（ヒューヒュー、ゼーゼー(喘鳴)) 

４日～６日 
呼吸器症状が改善し、全身状

態が良好であること 

帯状疱疹 

（ヘルペス） 

・身体の片側に、 

痛みを伴う多数の水疱 
不定 

全ての発疹が痂皮(かさぶた)

化していること 

突発性発しん 
・発熱 

・解熱後に全身に多数の発疹 
９日～１０日 

発熱なく、機嫌・全身状態が良

好であること 

※ヒトメタニューモ 

ウイルス感染症 

・発熱、時に発熱なし 

・鼻水 

・咳（ヒューヒュー、ゼーゼー(喘鳴)) 

３日～６日 
呼吸器症状が改善し、全身状

態が良好であること 

※ 当園では、ヒトメタニューモウイルス感染症と診断された場合にも登園届の記入・提出をお願いしています。 

 

★ 登園許可書は必要ないが、病院受診をおすすめする感染症 

伝染性膿痂疹 

（とびひ） 

・水疱→化膿→痂皮化 

 

※虫さされ、あせも、湿疹など 

からなりやすい 

2 日～10 日 

患部をガーゼ等で保護して 

いれば登園可 

※ 水遊びは、全ての発疹が痂皮

（かさぶた）化するまで禁止 

あたまじらみ ・頭皮のかゆみ、湿疹 

産卵～ふ化まで： 

10 日～14 日 

成虫まで：約 2 週間 

駆除を開始していること 
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＜意見書＞ 医師が記入した意見書が必要な感染症 

 

※ 学校伝染病出席停止期間の基準で、当園可能の状態でも、病後は免疫力が落ちていますので、 

   食欲や体調が普段通りに戻るまで、しっかりと整えてから登園して下さい。 

 

★ インフルエンザ・コロナウイルス感染症については、専用用紙への記入・提出をお願いします。（別紙） 

病名 主な症状 潜伏期間 
休む目安 

（主席停止・自粛期間） 

麻 疹 

（はしか） 

・発熱、咳、くしゃみ、鼻水、発疹 

・結膜炎の症状 
8 日～12 日 

解熱した後、3 日を経過 

していること 

風 疹 

（三日はしか） 
・発熱、発疹、リンパ節腫脹 16 日～18 日 

全ての発疹が消失している 

こと 

水 痘 

（水ぼうそう） 

・発熱、時に発熱なし 

・発疹 
14 日～16 日 

全ての発疹が痂疲(かさぶた) 

化する迄 

流行性耳下腺炎 

（おたふく） 

・発熱 

・痛みを伴う唾液腺（耳下腺、 

顎下腺、舌下線）の.腫れ 

16 日～18 日 

耳下腺・顎下腺・舌下腺の 

腫脹（腫れ）が出現してか 

ら５日以上を経過しており、

かつ、全身状態が良好である

こと 

結核 ・発熱、咳、痰 半年～2 年 症状が消失していること 

百日咳 
・長期のしつこい咳が特徴 

・発熱することはあまりない 
7 日～10 日 

咳が消失する迄 又は、 

5 日間の抗菌薬治療が終了 

する迄 

咽頭結膜炎 

【プール熱】 

（アデノウイルス） 

・発熱、咽頭炎、咽頭痛 

・結膜炎 
2 日～14 日 

主症状が消退した後、2 日間

を経過しており、全身状態が

良好で、日常生活に問題がな

いこと 

流行性角結膜炎 

【はやり目】 

（アデノウイルス） 

・結膜（白目の部分）の充血 

・多量の目やに、痛み 
2 日～14 日 

結膜炎の症状が消失してい

ること 

腸内出血性 

 大腸菌感染症 

(O-157、Ｏ-156 

Ｏ-111) 

・水様下痢便 

・血便 

【大腸菌】 

10 時間～６日 

【Ｏ-157】 

３日～４日 

症状が治まり、かつ、抗菌薬

治療が終了し、４８時間をあ

けて連続で２回以上の検便

によって、いずれも菌の陰性

が確認されていること 

急性出血性 

結膜炎 

・結膜下出血 

・強い目の痛み 

・目やに、角膜の混濁 

1 日～3 日 症状が消失していること 

髄膜炎菌性 

髄膜炎 

・発熱、頭痛、嘔吐 

・項部硬直（首の後ろが硬くなる） 
２日～１０日 症状が消失していること 
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登園基準について            

厚生労働省の「保育所における感染症対策ガイドライン」に沿って、のぞみ保育園の登園基準を作成しましたので、登園の判断

に迷われた際は、下記の基準をご参考ください。 

ねつ 
登園を控える 保育可能 保護者へ連絡 

・24時間以内に発熱がある 

・24時間以内に解熱剤を使用した 

・37.5℃以上で、元気がなく、機嫌 

が悪い 

・食欲がなく朝食、水分が摂れない 

・咳や鼻水が悪化している 

・37.5℃以下で元気があり、 

機嫌がよく顔色が良い 

・食事や水分が摂れている 

・発熱を伴う発疹が出ていない 

・排尿の回数が減っていない 

・咳や鼻水が悪化していない 

・２４時間以内に解熱剤を使っていない 

・２４時間以内に 37.5℃以上の熱がない 

・37.5℃以上の発熱 

・元気がなく機嫌が悪い 

・咳により眠れず目覚める 

・食事、水分が摂れない 

 

※ 熱性けいれんの既往児は 

医師の指示に従う 

※ 元気な時の「平熱」を知っておくことが重要です。 個々の平熱や年齢に応じて個別に対応します。 

登園を控える 保育可能 保護者へ連絡 

・２４時間以内に２回以上の嘔吐が 

あった 

・嘔吐に伴い、体温が平熱より高め 

・食欲がなく、水分も飲まない 

・機嫌、顔色が悪い 

・元気がなく、ぐったりしている 

・感染性ではないと診断された時 

・２４時間以内に２回以上の嘔吐が 

ない 

・発熱を伴わない 

・水分摂取が可能で食欲がある 

・機嫌・顔色が良く、元気がある 

・咳を伴わない嘔吐がある 

・２回以上の嘔吐があり、 

水分摂取が出来ない 

・吐き気がとまらない 

・腹痛、下痢を伴う 

・機嫌、顔色が悪く、元気がない 

※ 頭を打った後に、嘔吐・意識低下がある時は、横向きに寝かせて救急車を要請しましょう！ 

登園を控える 保育可能 保護者へ連絡 

・２４時間以内に２回以上の下痢 

・食事や水分を摂る度に下痢がある 

・下痢に伴い体温が平熱より高め 

・夜間～朝にかけて、排尿がない 

・機嫌、顔色が悪く、元気がない 

・食事メニューを変更する必要がある 

・感染性ではないと診断された時 

・24時間以内に 2回以上の下痢がない 

・食事や水分を摂っても下痢がない 

・発熱を伴わない 

・排尿がある 

・機嫌、顔色が良く、元気がある 

・食事や水分を摂る度に下痢をする 

・下痢による腹痛がある時 

・下痢便が２回以上ある時 

・半日以上、排尿がない 

・不機嫌、顔色が悪い、元気がない 

・オムツから漏れる量の下痢 

  

 

 
軟便 

※ 下痢の時は、消化吸収の良い物を食べましょう 

【お腹に良い物】 

お粥・うどん・野菜スープ・豆腐・大根・りんごのすりおろし等 

【お腹に悪い物】 

揚げ物、乳製品、脂肪の多いお肉、カレー、冷たいもの、不溶性の食物

繊維（ごぼう・海藻・キノコ、豆 等）、糖分の多いジュースやお菓子、

柑橘系の果物（レモン・みかん・グレープフルーツ等） 
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現在、当園では、 

 

・ ３７．５℃以上の発熱(個人差による) 

・ 嘔吐、下痢が激しい時 

・ 感染症が疑われる時 

・ その他、いつもと様子が違う、倦怠感が強い、 

激しい不機嫌など、体調不良が疑われる時 

 

  などの時は、保育士より保護者の方に電話連絡をさせて頂いております。 

  

 

体調が悪化しないように安静を促し、また異変の早期発見ができるよう、お迎えに来られるま

での間は、医務室でお預かりさせて頂きます。 

しかし、当園では病児保育はしていませんので、電話連絡をさせて頂いた際は、なるべく早く

のお迎えをお願いいたします。 

 

 

 

 

「熱はないけどしんどそう…」「いつもと様子が違う…」 

「今は大丈夫だけど、昨日熱があった…」など、 

保育園に預けるのが心配な時は、病児保育を利用する方法もあります。 

現在、加古川市で１ヵ所、高砂市で２ヵ所、病児保育の利用ができます。 

利用するには、事前登録・事前予約が必要になりますので、 

別紙の一覧表をご参考にして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

体調不良児の対応について 



12 

 

病児保育 利用一覧表 

  

  病児保育とは、病気や体調不良などにより集団生活が困難な時などに、保育士・医師・看護師が協力し、 

子ども達 1 人 1 人の体調に合わせて、安全に安心して１日を過ごせるよう、保育・看護します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加古川

病院名 あだちこども診療所 こばやし小児科 山名クリニック

病児保育名 アインス すくすくひろば だっこ

住所 加古川市加古川町美乃利465-1 高砂市米田町塩市82-6 高砂市伊保崎南9-8

電話番号 079-423-2567 079-434-2288 079-448-1313

対象年齢

定員 １０名 １２名 ６名

月～金
８：１５～１８：００ （延長なし）

月～金
８：００～１８：００ （延長なし）

月～金
８：００～１８：００ （延長なし）

利用登録

　

予約

利用の流れ

持ち物

※　食物アレルギーがある場合は、必ず食事・おやつを各自持参

利用料金

高砂

生後６ヵ月～小学校６年生

土・日・祝　病院の休診日は休室

利用時間

加古川市に在住 2000円
その他に在住 3000円

昼食・おやつ代 500円
おやつのみ 100円

（食事・おやつは持参可）

加古川 ・ 高砂に在住 2000円
その他に在住 3000円

高砂市に在住 2000円
その他に在住 3000円

昼食・おやつ代 500円
おやつのみ 100円

（食事・おやつは持参可）

昼食・おやつ代 500円
（食事・おやつは持参可）

※ 事前に利用登録が必要

利用当日の登録は出来ない

登録代 2000円（初回のみ）
書類 利用登録票

登録代 2000円（初回のみ）
書類 登録申請書

登録代 2000円（初回のみ）
書類 利用登録申請書

※ 当日の登録も可能であるが

登録に長時間かかるため

事前登録を勧める

※ 当日の登録も可能であるが

登録に長時間かかるため

事前登録を勧める

【インターネット】
前日予約 １８：００～０：００

当日予約 ５：３０～８：００

※ 当日10時までに利用がない

時は自動的にキャンセル

※ 空き状況によって随時受け

入れ可能 （要電話）

【インターネット】
前日 １９：００ ～ 当日 ７：３０

※ キャンセルは７：００まで

【電話】

当日 ８：００ ～ １１：３０

【インターネット】
前日 １９：００ ～ 当日 ８：００

※ 当日９時までに利用がない

時は自動的にキャンセル

※ 空き状況によって随時受け

入れ可能 （要電話）

【事前】
利用登録 ・ 予約

【当日】
病院で診察 → 保育室へ入室 → お迎え・会計 → 退室

【必要な方のみ】

食物アレルギー連絡票

保育利用料減免申請書

【必要な方のみ】

食物アレルギー連絡票

【必要な方のみ】

食物アレルギー連絡票

当日連絡票➀ （上半分記入）
当日連絡票➁ （太枠内記入）

その他 （パンフレット参照）

当日連絡票➀ （上半分記入）
当日連絡票➁ （太枠内記入）

その他 （パンフレット参照）

利用申請書 （太枠内記入）
その他 （パンフレット参照）
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5 災害時について 

・ 午 前 ６ 時 の 時 点 で 加 古 川 市 お よ び 周 辺 地 域 に 暴 風 、 大 雨 、 洪 水 ま た は 大 雪 等 の 警 報 が         

発令された場合、園児の安全を確保するため、家庭内で保育が可能な方は自宅待機してください。 

・当日、家庭内で保育ができない場合は、保育園でお預かりします。 

・上記にかかわらず、その地域の危険性等により、園児の安全を考え園長の判断で全員自宅待機とする

ことがあります。警報が解除された場合は、登園できます。 

 

6 退園 

福祉事務所長が保育の実施の委託を解除した場合は、退園となります。 

以下の事柄に該当する場合保育の実施を解除いたします。 

・特別な理由なく１か月以上登園しなかった場合。 

・利用料金を滞納し、一定の期間を定めて催促したにもかかわらず納付がなかった場合。 

・職員または利用者(入園児、保護者)に対して、重大な背信、行為を行った場合。 

・その他保育の実施に支障をきたす事由が生じた場合。 

 

7 提出いただく書類 

・勤務先、勤務時間の変更・・・・・・分かった時点ですぐに申し出て下さい。 

・新しい仕事に就かれた時・・・・・・分かった時点ですぐに申し出て下さい。 

・家庭状況の変更・・・・・・・・・・わかった時点ですぐに申し出て下さい。 

・退園の時・・・・・・・・・・・・・退園月の１５日までに申し出てください。 

 

 

 

 

   ８ 希望保育期間 

    ・お盆を含む一週間 

    ・年末年始（12 月２８日、1 月 4～5 日） 

・春期（3 月下旬～4 月上旬） 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どものことを語り、共に子育てしましょう！なにかありましたらいつでもご相談下さい。 
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8 利用時間について 

 

・支給認定の認定内容により、下記の「通常保育時間」を基本として利用する曜日及び時間を決定します。 

・決定した保育時間は、保護者と保育所による調整の結果、両者が合意したものとします。 

・これにより、延長保育料等の取扱いにも影響が生じる場合がありますのでご了承ください。 

 

【保育標準時間認定】 

通常保育時間  平 日：午前 7 時 00 分～午後６時 00 分 

         土曜日：午前 7 時 00 分～午後 6 時 00 分 

【保 育 短 時 間 認 定】 

通常保育時間  平 日：午前 8 時 00 分～午後 4 時 00 分 

         土曜日：午前 8 時 00 分～午後 4 時 00 分 

 

 

 

※ 保護者の希望する保育時間が、上記「通常保育時間」を超える場合には、  

別途延長料金を負担していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

    

利用者負担金 

１ 全員が対象となるもの 

  特定教育・保育の提供に要する利用者負担金 

 

項目 内容 金額 

入園用品代 

連絡帳・シール帳  339 円 

お便りケース 110 円 

マジック 8 色 743 円 

  カラー帽子 960 円 

絵本代 毎月 1 冊 460 円 

※ 利用者負担金は、年度により変更する場合があります。 

※ 園行事で経費が発生する場合は、前もってお知らせします。 

 

２ 該当者（利用者）のみ対象となるもの 

項目 
内容，負担を求める理由及び

目的 
金額 

延長保育にかかる

利用者負担金※ 

保育標準時間認定に係る延長保

育料 
18 時 00 分以降 30 分あたり 200 円 

保育短時間認定に係る延長保

育料 

7 時 00 分から 8 時 00 分 30 分あたり 100 円  

16 時 00 分以降 30 分あたり 100 円 

18 時 00 分以降 30 分あたり 200 円 

 

※延長保育に係る利用者負担金 

延長保育については、支給認定の内容により、下記の 2 類型での利用とし、類型に応じた

利用者負担金とします。 

 

【延長保育（A）】 

対象利用者：保育標準時間認定児童 

 対 象 時 間：午後 6 時 00 分～午後 7 時 00 分 

 延長保育料：30 分あたり 200 円 

 

【延長保育（B）】 

対象利用者：保育短時間認定児童 

 対 象 時 間：設定保育時間（午前 8 時 00 分～午後 4 時 00 分）を超えた時 

①・午前 7 時 00 分～午前 8 時 00 分 

・午後 4 時 00 分～午後 6 時 00 分 

➁ 午後 6 時 00 分～午後 7 時 00 分 

 延長保育料：  ①30 分あたり 100 円 

         ②30 分あたり 200 円 

※①、②両方の利用の方は別々で料金が加算されます。 
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のぞみ保育園 重要事項説明書 

  

保育の提供の開始にあたり，当保育園の説明事項は次のとおりです。 

  

(1) 施設運営主体情報 

名 称 一般社団法人 あずま福祉会 

運営主体所在地 加古川市加古川町中津 610-2 番地 

電 話 番 号 079-451-6030  （または 090-4651-5964） 

代 表 者 氏 名 建元 東 

    

 

(2) 利用施設情報 

施設の事業所類型 加古川市小規模保育事業 A 型 

施 設 の 名 称 のぞみ保育園 

施 設 の 所 在 地 加古川市加古川町中津 610-2 番地 

連  絡  先 
電話番号 079-451-6030 （または 090-4651-5964） 

ＦＡＸ  079-451-6057 

管  理  者 園長  建元 東 

対 象 児 童 
児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところによ

り、保育を必要とする３歳未満児 

利 用 定 員 
満１歳以上満３歳未満の児童（3 号認定児童）8 人 

満１歳未満の児童（3 号認定児童）     4 人 

開 設 年 月 日 平成 31 年 4 月 １日 

 

 

(3) 施設の目的・運営方針 

・当保育園は、以下の運営方針に基づき、保育を必要とする園児を日々受け入れ、保育を 

行うことを目的とします。 

・当保育園は、保育の提供に当たっては、入園する園児の最善の利益を考慮し、その福祉を 

積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めます。 

・当保育園は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の 

状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行います 。 

・当保育園は、園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、園児 

の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めます。 
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(4) 当保育園における施設・設備等の概要 

【施設情報】 

敷 地 
敷地全体 219.54 ㎡ 

園  庭 66.86 ㎡ 

園 舎 
構  造 木造 

延べ面積 271.72 ㎡ 

【設備情報】 

設備 部屋数 備  考 

乳児室 
１室 

乳児室とほふく室は合同保育室となっています。 

ほふく室 

保育室 
 

1 室 

メロン組（満 2 歳児クラス），        

バナナ組（満 1 歳児クラス），              

各１室  

調理室 １室  

その他  冷暖房  床暖房 

 

(5) 職員体制（令和 6年 4月 1日現在） 

職 種 員数 常勤 非常勤 備考 

園 長 1 １   

保 育 士 8 3 5  

調 理 員 2   2  

看 護 師 1   １  

事 務 員 １   1  

※ 当保育園では、「児童福祉法」および「子ども子育て支援法」に定め５３基準を満 

たす職員を配置しています。 

※ ローテーション勤務のため、各保育士の勤務日及び勤務時間帯は日によって異なり 

ます。 

 

(6) 保育を提供する日 

開 所 日 月曜日から土曜日までとします。（祝祭日をのぞきます） 

開所時間 午前 7 時 00 分～午後 7 時 00 分(土曜日は午後 6 時 00 分まで) 

閉 所 日 日曜日・年末年始（12/29～1/3）及び祝祭日は休園となります。 

臨時閉所 
地震、風水害等、上記にかかわらず、一時的に臨時休所すること

があります。その他園長が認めた日とする。 

そ の 他 気象警報発令時の対応についてはご参照ください。 
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(7) 保育を提供する時間及び利用時間 

当保育園が保育を提供する時間及び保護者が実際に保育を利用する時間は、次のとおりとします。 

(ア) 保育標準時間認定に係る保育時間 

保育標準時間認定に係る支給認定証を加古川市から交付されている方の場合、午前 7 時 00 分から午

後 6 時 00 分までの範囲内で、保育を必要とする時間となります。（実際に保育を提供する日及び時間帯

は、就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し、当保育所との協議のうえで保護者ごとに個別に決

定します） 

なお、午後 6 時 00 分から午後 7 時 00 分までの時間帯において、やむを得ない理由により保育が必

要な場合は、午後 7 時 00 分までの範囲内で、延長保育（A）を実施いたします。（延長保育（A）の利

用に当たってはのぞみ保育園にお支払いいただく通常の保育料の他に、別途利用者負担が必要となりま

す） 

(イ) 保育短時間認定に係る保育時間 

保育短時間認定に係る支給認定証を加古川市から交付されている方の場合、午前 8 時 00 分から午後

4 時 00 分までの範囲内で、保育を必要とする時間となります。（実際に保育を提供する日及び時間帯は、

就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し、当保育所との協議のうえで保護者ごとに個別に決定し

ます） 

なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、午後 4 時 00 分か

ら午後 7 時 00 分までの範囲内で、延長保育（B）を実施いたします。（延長保育（B）の利用に当たっ

ては、のぞみ保育園にお支払いいただく通常の保育料の他に、別途利用者負担が必要となります） 

(ウ) 最終登園時間 

保育標準時間認定、保育短時間認定のいずれの認定を受けた場合であっても、最終登園時間は午前 9

時 00 分となっております。 

やむを得ない場合を除き、原則午前 9 時 00 分までに登園してください。 

 

(8)保育を利用する曜日及び時間 

保護者が保育を利用する曜日及び時間は、14 ページに記載のとおりとします。 

 

(9)提供する保育等の内容 

当保育園は、保育所保育指針（平成２０年３月２８日厚労告１４１）を踏まえ、以下の保育その他の便宜の

提供を行います。 

(エ) 特定教育・保育及び延長保育の提供 

上記(７)に記載する時間において、保育を提供します。 

(オ) 食事の提供 

① 提供方式 ・・・自園調理方式 

② 提供方法 ・・・児童の年齢に応じ、以下の時間帯に食事の提供を行います。 

区分 午前間食 昼 食 午後間食 

０歳児 9 時半頃  11 時頃 3 時頃 

１歳児 9 時半頃 11 時頃 3 時頃 

２歳児 9 時半頃 11 時頃 3 時頃 

     ※ 献立表は毎月別途お知らせします。 

    ※ 体調不良時の配慮食、食物アレルギーや宗教上の理由による除去食、代替食等のご要望があれば

ご相談ください。 
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(10) 利用料金 

(ア) 特定教育・保育に係る利用者負担（保育料） 

加古川市が定めた保育料をのぞみ保育園にお支払いいただきます。 

 

(イ) 保育の提供に要する利用者負担金等 

（ア）に掲げる保育料のほか、別紙 2（利用者負担金）に掲げる費用を当保育所にお支払いいただきま

す。 

お支払方法および金額については、別途、お知らせします。 

 

(11) 利用の開始に関する事項 

当保育園では、支給認定を受けた園児が加古川市の利用調整に基づき、当保育所に入所決定となった園児

の保護者が本重要事項説明書等に同意した後に保育の提供を開始します。 

 

 

(12) 利用の終了に関する事項 

    当保育園は、以下の場合には保育の提供を終了いたします。 

・利用園児の保護者が、児童福祉法又は子ども・子育て支援法に定める支給要件に該当しなくなったとき 

・長期欠席するとき 

・その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

 

(13) 嘱託医 

    当保育所は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。 

【小児科】 

医療機関の名称 あだちこども診療所 

医 院 長 名 足立 昌夫 

所  在  地 加古川市加古川町美乃利 465-1 番地 

電 話 番 号 ０７９－４２３－２５６７ 

  【健康診断】 

健康診断(全員対象)、年に２回の健診とし、嘱託医の訪問による健診が行われます。 

【歯科医】 

医療機関の名称 ひらい歯科クリニック 

医 院 長 名 平威 宏明 

所  在  地 加古川市加古川町中津 547-9 

電 話 番 号 ０７９－４５７－４６１８ 

【歯科健診】 

歯科健診(全員対象)、年に 1回の健診とし、嘱託医の訪問による健診が行われます。 

 

(14) 緊急時の対応 

    お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、別紙「緊急連絡票」に保護者が指

定する緊急連絡先等へ速やかに連絡を行います。 
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(15) 非常災害時の対策 

 

非 常 時 の 対 応 別途に定める，消防計画書により対応いたします。 

防 災 設 備 
 ・誘 導 灯   有   ・消火器      ○有  

・その他、カーテン、敷物、建具等の防炎処理  有 

避難・消火訓練 
 地震や火事、風水害、犯罪等を想定した避難及び消火の訓練

を、月１回以上実施します。 

避 難 場 所  加古川市立氷丘小学校 

 

(16) 虐待の防止のための措置に関する事項 

職員による園児への虐待防止のため、年に 1回、職員に対して虐待防止研修を実施しています。  

 

 

 

(17) 損害賠償保険の内容 

当保育園では，以下の保険に加入しています。 

保 険 会 社 三井住友海上火災保険（株） 

保 険 の 内 容 普通傷害保険 

保 険 金 額 詳細は、ほいくのほけん制度に基づく。 

 

(18) 個人情報の保護に関する基本方針 

当保育園では、個人情報保護に関する基本方針は、「加古川町個人情報保護条例（平成 16年 3月 31日条

例第 12号）」に準じた内容となっています。 

 

(19) 保育内容に関する相談・要望・苦情等の窓口 

受 付 担 当 者 

入所児童のクラス担任 

担当者が不在の場合は、当保育所職員までお申し出くだ

さい。 

受 付 責 任 者 園長  建元 東 

利 用 時 間 午前９時～午後６時 

連 絡 先 
電話  079-451-6030(または 090-4651-5964) 

FAX 079-451-6057 

受 付 方 法 面接、電話、文書等の方法で受け付けます。 

   

第三者委員       和田 基樹 電話番号：079-423-5020 

( ※直接お受けすることもできます。) 
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（20）当保育園におけるその他の留意事項 

喫   煙 当保育所の敷地内はすべて禁煙です。 

宗 教 活 動 

政 治 活 動 

営 利 活 動 

利用者の思想や信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活

動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 

 

（21）その他 

   当該重要事項説明書に定めるもののほか、入所、利用に当たっての詳細な留意事項等については、別途、

当保育所が作成する「入園のしおり」において提示するものとします。 

 

 

 

 

 

 


